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1）付帯作業による拘束費 

以下の主作業船とそれに付属する作業船については、拘束費を計上する。なお、詳細につい

ては、「国版：第3章 直接工事費の施工歩掛」による。 

・ポンプ浚渫船 ・グラブ浚渫船 ・バックホウ浚渫船 

・バージアンローダ船 ・サンドコンパクション船 

・コンクリートミキサー船 ・杭打船 ・深層混合処理船 

・その他、上記に準ずる作業船 

1）率計算による部分 

(1) 率計算による額の算定 

  現場環境改善費（率部分）は、工種区分にしたがって、「表－② 現場環境改善費率」によ

り求めた率に対象額を乗じて得た額とする。 

  対象額は、直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象額）、支給材料費および事業損失

防止施設費の合計額とする。 

1）率計算による部分 

(1) 率計算による額の算定 

  現場環境改善費（率部分）は、工種区分にしたがって、「表－② 現場環境改善費率」によ

り求めた率に対象額を乗じて得た額とする。 

  対象額は、直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象額）、支給材料費および事業損失

防止施設費の合計額とする。ただし、別途製作した材料（ケーソン、ブロック等）および発

生材料は、無価計上とする。 

1）付帯作業による拘束費 

以下の主作業船とそれに付属する作業船については、拘束費を計上する。なお、詳細につい

ては、「国版：第3章 直接工事費の施工歩掛」による。 

・ポンプ浚渫船 ・グラブ浚渫船 ・バックホウ浚渫船 

・バージアンローダ船 ・サンドドレーン船  ・サンドコンパクション船 

・コンクリートミキサー船 ・杭打船 ・深層混合処理船 

・その他、上記に準ずる作業船 

② 海上輸送に要する補正 

海上作業がある工事については、現場労務者、現場従業員および作業船乗組員等の海上輸送

費用として「表－① 共通仮設費率」により求めた率に下表の補正係数を乗じるものとする。

なお、海上作業とは現場労務者、現場従業員および作業船乗組員が陸路で直接現場までの

移動が困難な場合を言う。 

陸上作業と混在する場合の計上の有無の判断基準は海上作業の有無によるものとし、海上

作業がある場合は、補正係数を乗じるものとする。 

また、現場条件や施工内容により、別途計上できるものとする。 

② 海上輸送に要する補正 

現場労務者、現場従業員および作業船乗組員等が陸路で直接現場までの移動が困難な海上作

業がある工事については、海上輸送費用として「表－①共通仮設費率」により求めた率に下表

の補正係数を乗じるものとする。 

なお、陸上作業と混在する場合の計上の有無の判断基準は海上作業の有無によるものとし、

海上作業がある場合は、補正係数を乗じるものとする。 

また、現場条件や施工内容により、別途計上できるものとする。 
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ただし下記の工事については、下表を使用する。 

①港湾構造物、海岸工事において、防舷材のみを取り付ける工事。 

②港湾構造物、海岸工事において、電気防食のみを取り付ける工事。 

③港湾構造物、海岸工事において、防舷材及び電気防食のみを取り付ける工事。 

 対象額 600 万円以下 600 万円を超え 4 億円以下 4 億円を超えるもの 

 
適 用 

区分等 
下記の率とする 

算定式により算出された率とする。

ただし、定数値は下記による。 
下記の率とする 

工種区分  ａ ｂ  

港 湾 構 造 物 工 事 

海 岸 工 事 
6.12% 1420.4 －0.3490 1.41% 

 

ただし下記の工事については、下表を使用する。 

①港湾・漁港構造物、海岸工事において、防舷材のみを取り付ける工事。 

②港湾・漁港構造物、海岸工事において、電気防食のみを取り付ける工事。 

③港湾・漁港構造物、海岸工事において、防舷材及び電気防食のみを取り付ける工事。 

 対象額 600 万円以下 600 万円を超え 4 億円以下 4 億円を超えるもの 

 
適 用 

区分等 
下記の率とする 

算定式により算出された率とする。

ただし、定数値は下記による。 
下記の率とする 

工種区分  ａ ｂ  

港湾・漁港構造物工事 

海 岸 工 事 
6.12% 1420.4 －0.3490 1.41% 
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表－1 工種区分別の現場経費率係数表 

工 種 区 分 

係 数 Ａ 

係 数 Ｂ 係 数 ａ 係 数 ｂ 
Ａ区分 

Ｂ区分 

Ｃ区分 

[一般交通等の影響あり] 

Ｃ区分 

[一般交通等の影響なし] 

 港湾浚渫工事 109.5 105.5 99.9 -0.0709 0.7347 0.2713 

 港湾構造物工事 202.4 195.8 185.3 -0.0311 0.5764 0.2992 

海岸工事 115.2 111.4 105.5 -0.1120 1.6285 0.2498 
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